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弁護士 石井 逸郎

１９９７年 弁護士登録（第二東京弁護士会）
２００５年 帝京大学法学部客員准教授
～２００９年
２００９年 第二東京弁護士会副会長
２０１３年 文部科学省原子力損害賠償紛争
～現在 審査会特別委員

２０１７年 ＴＥＣＣ（内閣府国家戦略特区
～現在 東京圏雇用労働相談センター）

代表相談員就任

【著作】

・「芸能人・芸能事務所の法務と税務」

―契約・労務からトラブル対応まで―

（株式会社ぎょうせい 分担執筆）

・「最新ハラスメント対策モデル文例集」

（新日本法規 編集） ほか

受講料

定 員

開催日時

　企業のパワーハラスメント防止措置が義務化されましたが、ハラスメント防止対策を整備していても事案が発生した際の
対応が不十分なことから問題が深刻化するリスクが高まっています。ハラスメント問題を担当する部署は、実際にハラスメ
ント事案が発生したときに、事実関係の確認、ハラスメント行為者への対応等、事後対策の対応を適切に行うために日
頃から準備をしておくことが必要になります。
　このセミナーは、弁護士を講師にハラスメント問題の事案対応をワークと講義を通して学びます。

ハラスメント リスクマネジメント特別講座

申込み

― 弁護士が教える実践的ハラスメント対応 ―

ハラスメント防止体制の整備と事案発生後の対応実務

１．講義
①事案解決の手順、留意点、再発防止措置等の実務
②ハラスメント行為者への対応

・行為者への対応として、処分や指導だけでは不十分

２．ハラスメント事案の対応について、裁判例等の事例等を用いた
ワーク（講師フィードバック含む）

・当事者の見解が全く異なる場合
・事実調査を行い、会社としての対応を決定するまでの期間の対応　　・・・等

３．質疑応答

対 象

2025 年 9 月 29 日（月） 
13:30～16:30

 会　場

・ 防止体制に不安がある、対応困難な事例が発生したなどで、組織体制の見直し・強化を図りたい企業の責任者・担当者

・ しっかりした防止体制を作るために、あらかじめ学びたい企業の責任者・担当者

20名 ※定員になり次第締切らせていただきます。

22,000円（税込）
※賛助会員割引価格19,800円（税込）

全水道会館 / 5F 中会議室
最寄駅︓JR・都営地下鉄三田線　水道橋駅

21世紀職業財団ホームページからお申込みください。
 https://www.jiwe.or.jp/seminar/open/harassment-
special/tk250929

ホームページからお申込いただけない場合は、以下にお問い合わせください。
（公財）21世紀職業財団 ハラスメント防止推進事業部 公開セミナー担当
　Email ︓seminar@jiwe.or.jp

【感染対策について 】

職場におけるパワーハラスメント対策は事業主の義務です！

講師

●体調不良（37.5度以上の発熱や風邪症状

等）の場合は参加をお断りさせていただきますの

で、ご理解・ご協力をお願いいたします（会場に

は体温計を用意しております）。

●会場にはアルコール消毒液を設置しておりますの

で、入室時の消毒にご協力願います。

●出入口・窓を定期的に開放し、換気を行います。

●マスク着用は個人の判断となりましたが、ロールプ

レイ等グループワークを実施している場合や咳・く

しゃみ等のアレルギー症状に不安のある場合はマ

スク着用のご協力をお願いします。

nmaekawa
取り消し線



 

 

 

本講座は組織のハラスメント防止対策・事案対応を担当されるみなさまにぜひ受講して 

いただきたい講座です。 

弁護士を講師に迎え、裁判事例から裁判にまではならないレベルのハラスメント問題まで、

実際に事案が発生したときに企業が直面しそうな事例（当事者の見解が全く異なる場合、

ハラスメント行為者への対応 等）を取り上げ、講義やワークを通じて、法的リスクやあるべ

き組織の体制を学ぶことができます。 

直接質問しやすい対面での実施です。貴重な機会として是非ご活用ください。 

年 1 回ですので、この機会をお見逃しなく！ 

★2024 年度の実施報告書を HP に掲載しています。ぜひご覧ください。★
https://www.jiwe.or.jp/seminar/open/harassment-special/tk240924/

report20240924

【2024年度セミナー受講者アンケートより】 

《受講の動機》 

●ハラスメント防止体制を整えるため

●社内研修のための情報収集

●担当者として知識を習得するため

●社内にハラスメント問題が起きているので対応を学ぶため

●社労士としてハラスメント事案に対応する知識を向上させるため。

《ご意見・ご感想》 

●判例を知るとともに結論にかかわらず傾聴して調査が必要とよくわかった。

●ハラスメント対応の一般的な流れを再確認することができてよかった。現在、いくつかある問題について

手探りで対応を進めていたので。

●ケーススタディが非常に勉強になった。

●近時の改正点の他、求められる対応を示していただき、大変勉強になった。

【お申込】
  https://www.jiwe.or.jp/seminar/open/harassment-special/tk250929

【お問合せ】
  Email ︓seminar@jiwe.or.jp
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